
お
知
ら
せ

全
国
大
会
出
場
者
な
ど
へ
壮
行
金

　

ス
ポ
ー
ツ
の
国
際
大
会
や
全
国
大

会
な
ど
に
出
場
す
る
市
内
在
住
の
人

に
壮
行
金
を
交
付
し
ま
す
。
壮
行
金

の
交
付
を
受
け
る
に
は
、
大
会
へ
の

出
場
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
対
象

に
な
ら
な
い
大
会
が
あ
る
の
で
、
出

場
が
決
ま
っ
た
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
課
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
５
８

３
４

「
あ
か
ぎ
の
輝
き
」
を
販
売

　

前
橋
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
バ
ラ
「
あ

か
ぎ
の
輝
き
」
を
４
０
０
株
販
売
し

ま
す
。

日
時
＝
４
月
26
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
３
時

会
場
＝
敷
島
公
園
ば
ら
園

対
象
＝
市
内
在
住
の
人
（
抽
選
）

費
用
＝
１
株
１
，
５
０
０
円

申
４
月
10
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
（
１
世
帯
１
通
）。「
あ

か
ぎ
の
輝
き
希
望
」・
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
希
望
株
数
（
１
世
帯
２
株
ま

で
）・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
３
７

１
―
０
０
２
７
平
和
町
一
丁
目
２
―

６
・
公
園
管
理
事
務
所
（
☎
０
２
７

―
２
１
０
―
２
０
１
０
）
へ

社
会
福
祉
事
業
に
役
立
て
ま
す

　

共
同
募
金
会
で
は
、
社
会
福
祉
事

業
を
営
む
団
体
に
助
成
を
行
い
ま
す
。

対
象
＝
社
会
福
祉
法
人
、
更
生
保
護

法
人
、
特
例
民
法
法
人
、
一
般
・
公

益
社
団
（
財
団
）
法
人
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人
な
ど

助
成
金
額
＝
総
事
業
費
の
75
㌫
ま
で

（
上
限
金
額
あ
り
）

申
５
月
15
日
㈮
〜
６
月
30
日
㈫
に
所

定
の
用
紙
に
記
入
し
、
必
要
書
類
を

添
え
て
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
共
同

募
金
会
前
橋
市
支
会
（
日
吉
町
二
丁

目
、
☎
０
２
７
―
２
３
７
―
１
１
１

２
）
へ
直
接

市
営
駐
車
場
が
お
得
で
便
利
に

　

市
営
パ
ー
ク
千
代
田
の
屋
上
を
期

間
限
定
で
貸
し
出
し
ま
す
。
ま
た
、

市
営
パ
ー
ク
城
東
の
利
用
料
な
ど
を

受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
保

険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納

で
き
ま
す
。
な
お
、
３
年
度
目
以
降

は
加
算
金
が
掛
か
り
ま
す
。

対
象
＝
前
年
中
の
所
得
が
１
１
８
万

円
以
下
の
学
生

用
意
す
る
物
＝
年
金
手
帳
、
学
生
証

か
在
学
証
明
書
、
印
鑑

申
市
役
所
市
民
課
（
☎
０
２
７
―
８

９
８
―
６
２
５
４
）
か
各
支
所
へ
直

接
。
翌
年
度
以
降
も
在
学
見
込
み
の

人
は
、
毎
年
３
月
下
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
申
請
書
を
郵

送
で

災
害
遺
児
に
手
当
を
支
給

　

交
通
事
故
や
労
働
災
害
で
父
や
母

を
亡
く
し
た
中
学
校
卒
業
前
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
保
護
者
に
、
災
害

遺
児
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
児
童
の

親
権
者
や
そ
れ
に
代
わ
る
立
場
の
人
。

①
生
計
の
中
心
で
あ
る
父
母
や
こ
れ

に
準
じ
る
人
が
、
交
通
事
故
や
労
働

災
害
で
死
亡
し
た
か
重
度
障
害
状
態

に
な
っ
た
②
児
童
を
扶
養
し
世
帯
が

同
じ
③
市
内
在
住
で
住
民
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る

支
給
月
額
＝
遺
児
１
人
に
つ
き
３
，

５
０
０
円

用
意
す
る
物
＝
印
鑑
・
戸
籍
謄
本
・

保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
・
原
因
の

事
故
や
労
働
災
害
を
証
明
す
る
書
類

（
障
害
の
場
合
は
そ
の
程
度
を
証
明

す
る
物
）
な
ど

申
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
子
育
て
支

援
課
（
☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５
７

０
１
）
へ
直
接

子
ど
も
の
送
迎
自
転
車
に
助
成

　

自
転
車
協
会
の
基
準
を
満
た
す
、

幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
の
購
入
費

を
助
成
し
ま
す
。

対
象
＝
市
内
在
住
で
保
育
所
（
園
）

や
認
定
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
な
ど
の

送
迎
に
幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車
を

使
用
す
る
人
（
１
世
帯
１
台
）

助
成
金
額
＝
購
入
費
の
２
分
の
１（
上

限
４
万
円
）

申
市
税
の
完
納
証
明
書
、
領
収
書
の

原
本
、
メ
ー
カ
ー
保
証
書
・
助
成
金

振
込
先
通
帳
の
写
し
、
印
鑑
を
用
意

し
て
、
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
子
育

て
支
援
課
（
☎
０
２
７
―
２
２
０
―

５
７
０
１
）
へ
直
接

保
守
点
検
な
ど
で
休
館

　

大
渡
温
水
プ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
は
保
守
点
検
な
ど
の
た

め
、
プ
ー
ル
施
設
は
４
月
７
日
㈫
か

ら
23
日
㈭
ま
で
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
施

設
・
軽
ス
ポ
ー
ツ
室
は
４
月
７
日
か

ら
４
月
９
日
㈭
ま
で
休
館
し
ま
す
。

問
同
館
☎
０
２
７
│
２
５
３
―
７
８

１
１

〜
10
年
で
年
４
期
に
分
け
て
返
還
（
無

利
子
、
一
括
・
繰
り
上
げ
返
還
も
。

大
学
・
短
大
な
ど
上
級
学
校
へ
進
学

し
た
場
合
は
、
在
学
期
間
の
返
還
延

期
も
で
き
ま
す
）

申
４
月
24
日
㈮
ま
で
に
在
学
す
る
高

校
な
ど
へ

問
学
校
教
育
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
５
８
１
５

学
生
の
保
険
料
納
付
に
猶
予
期
間

　

20
歳
に
な
る
と
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
学
生
は
納
付
特
例

制
度
を
利
用
す
る
と
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
こ
の
猶
予
期
間

は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な

在
学
生
へ
奨
学
金
を
貸
与

　

学
び
た
い
学
生
を
支
援
す
る
た
め

に
奨
学
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
高
校
か

高
専
・
専
修
学
校
の
高
等
課
程
に
在

学
の
人
、
２
人
（
選
考
）。
①
市
内

在
住
②
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困

難
③
他
の
育
英
か
奨
学
金
の
貸
与
・

給
与
を
受
け
て
い
な
い
④
学
業
優
秀

な
ど

貸
与
期
間
＝
４
月
か
ら
卒
業
ま
で
（
最

短
修
業
年
限
）

貸
与
月
額
＝
〈
国
・
公
立
〉１
万
２
，

０
０
０
円
〈
私
立
〉
１
万
８
，
０
０

０
円

返
還
期
間
・
方
法
＝
卒
業
後
６
カ
月

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　「この里の桃の盛りに来て見れば　流れにうつ

る花のくれなゐ（良寛）」　　　　　　　　　　

　この春、東北にも前橋にも、春は巡りくる。　

　それは自然の摂理であって誰かの意思で成す

ものではありません。　　　　　　　　　　　

　めぐる季節に感謝して花々を迎えるばかりで

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　しかし、前橋市の「暮らし」を支えるために

は明確な志が必要です。新年度の予算は単なる

数字の行列ではありません。様々な暮らしを支

えるために、市民の皆さんからお預かりしたお

金の使い道です。どのような志を持ってこの予

算を執行するか。私を含めすべて

の職員に課せられた責任です。　

一
部
変
更
し
ま
し
た
。

□
市
営
パ
ー
ク
千
代
田

期
間
＝
５
月
１
日
㈮
〜
来
年
３
月
31

日
㈭

場
所
・
台
数
＝
屋
上
、
32
台
（
抽
選
）

費
用
＝
月
額
６
，
４
８
０
円

申
４
月
20
日
㈪
ま
で
に
前
橋
振
興
公

社
☎
０
２
７
―
２
３
５
―
７
１
０
２
へ

□
市
営
パ
ー
ク
城
東

駐
車
料
金
の
変
更
＝
〈
定
期
一
般
〉

月
額
１
万
２
，
３
４
０
円
が
９
，
７

２
０
円
に
〈
定
期
夜
間
〉
月
額
７
，

１
９
０
円
が
６
，
４
８
０
円
に

□
市
営
駐
車
場
回
数
駐
車
券

　

１
冊
当
た
り
１
時
間
券
10
枚
つ
づ

り
が
11
枚
つ
づ
り
に
な
り
ま
し
た
。

（
１
冊
１
，
０
０
０
円
）

申
以
上
の
２
つ
は
前
橋
振
興
公
社
へ

骨
髄
ド
ナ
ー
に
助
成
金
を
交
付

　

骨
髄
な
ど
を
提
供
し
た
人
（
ド
ナ

ー
）
に
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
人
。
①

市
内
在
住
で
住
民
登
録
が
あ
り
４
月

１
日
以
降
に
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が
実

施
す
る
骨
髄
バ
ン
ク
事
業
で
骨
髄
な

ど
を
採
取
し
た
②
市
税
の
滞
納
が
な

い
③
ド
ナ
ー
休
暇
制
度
を
設
け
る
企

業
や
団
体
な
ど
に
属
し
て
い
な
い

助
成
金
額
＝
骨
髄
な
ど
の
提
供
時
の

入
院
と
通
院
に
要
し
た
日
数
１
日
に

つ
き
２
万
円
（
上
限
７
日
）

申
請
書
の
配
布
＝
市
保
健
所
内
保
健

総
務
課
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
提
供
後
60
日
以
内
に
申
請
書
に
記

入
し
、
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
発
行
の
骨

髄
提
供
の
証
明
書
と
完
納
証
明
書
な
ど

を
添
え
て
同
課
（
☎
０
２
７
―
２
２

０
―
５
７
８
１
）
へ
直
接

行
政
手
続
条
例
が
変
わ
り
ま
す

　

４
月
１
日
に
前
橋
市
行
政
手
続
条

例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
主
な

改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

□
行
政
指
導
の
中
止
な
ど
の
求
め

　

法
律
や
条
例
の
要
件
に
適
合
し
な

い
行
政
指
導
を
受
け
た
と
思
う
場
合

に
は
、
行
政
指
導
を
受
け
た
相
手
方

は
市
に
申
し
出
て
、
そ
の
中
止
な
ど

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
処
分
な
ど
の
求
め

　

法
令
違
反
の
事
実
を
発
見
し
、
そ

の
是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分

（
条
例
・
規
則
に
基
づ
く
も
の
）
や

行
政
指
導
（
そ
の
根
拠
が
法
律
や
条

例
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
）
が
さ
れ

て
い
な
い
と
思
う
場
合
に
、
市
に
申

し
出
て
、
そ
れ
ら
の
処
分
や
行
政
指

導
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
行
政
管
理
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
５
３
７
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